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Ⅰ 検討事項 

情報通信審議会 情報通信技術分科会 電波利用環境委員会（以下「委員会」とい

う。）は、情報通信審議会諮問第 2042号「携帯電話端末等の電力密度による評価方法」

（平成 30年 4月 25日諮問。別紙参照）について検討を行った。 

 

 

Ⅱ 委員会及び作業班の構成 

委員会の構成は、別表 1のとおり。 

なお、検討の促進を図るため、委員会の下に「電力密度評価方法作業班」（以下「作

業班」という。）を設置した。（作業班の構成は、別表 2のとおり。） 

 

 

Ⅲ 検討経過 

（１） 委員会での検討 
  ア 第 33回（平成 30年 4月 26日） 

     委員会の運営方法、検討方針、検討項目及び検討スケジュール等につい

て検討を行った。また、検討の促進を図るため、作業班における議論を開

始することとした。 

 

  イ 第 34回（平成 30年 7月 13日） 

    作業班における検討状況について検討を行った。  

 

  ウ 第 35回（平成 30年 10月 23日） 

    委員会報告（案）について検討を行った。  

 

（２）作業班での検討 

  ア 第 1回作業班（平成 30年 4月 26日） 

     作業班の運営方法、今後のスケジュール等について検討を行った。ま

た、電波防護指針の適合性評価方法及び国際動向について説明が行われ

た。 

 

  イ 第 2回作業班（平成 30年 6月 19日） 

     国際電気標準会議（IEC）TC106 JWG12 会合の結果及び第 5世代移動通信

システム（5G）の技術動向について検討を行った。 

 

  ウ 第 3回作業班（平成 30年 7月 25日） 

電力密度測定装置の動向及び 5Gの技術的条件について検討を行った。ま

た、電波防護指針の在り方に関する検討作業班の報告案について説明が行

われた。 

 

  エ 第 4回作業班（平成 30年 8月 30日） 

海外規制当局等の状況及び携帯無線端末の適合性評価試験の動向と課題

について検討を行った。  
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オ 第 5回作業班（平成 30年 9月 20日） 

これまでの作業班における論点について議論した上で、委員会報告

（案）の骨子について検討を行った。 

 

カ 第 6回作業班（平成 30年 10月 15日） 

これまでの作業班における検討事項を踏まえ、委員会報告（案）につい

て検討を行った。 

 

 

Ⅳ 検討結果 

別添のとおり、情報通信審議会諮問第 2042 号「携帯電話端末等の電力密度による

評価方法」（平成 30 年 4 月 25 日諮問）のうち「携帯電話端末等の電力密度の測定方

法等」を新たに取りまとめた。 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 電波利用環境委員会 構成員 

 

（敬称略、専門委員は五十音順） 

 氏 名 主 要 現 職 

主  査 多氣 E

た き

A AE昌生 E

ま さ お

 首都大学東京 システムデザイン学部 教授 

専門委員 
AE雨宮 E

あめみや

A AE不二雄 E

ふ じ お

 
NTT アドバンステクノロジ株式会社 グローバル事業本部 環

境ビジネスユニット EMCセンタ 

〃 
AE石山 E

い し や ま

A AE和志 E

か ず し

 東北大学 電気通信研究所 教授 

 
AE尾崎 E

お ざ き

A A E覚 E

さとる

 
富士電機株式会社 パワエレシステム事業本部 社会ソリュ

ーション事業部 技師長 

〃 
AE熊田 E

く ま だ

A AE亜紀子 E

あ き こ

 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

〃 
AE黒田 E

く ろ だ

A AE道子 E

み ち こ

 東京工科大学 名誉教授 

〃 
AE清水E

し み ず

A AE敏E

とし

AAE久E

ひさ

 首都大学東京 システムデザイン学部 教授 

〃 
AE清水 E

し み ず

A AE久 E

ひ さ

AAE恵 E

え

 北海道科学大学 保健医療学部 臨床工学科 教授 

〃 
AE曽根E

そ ね

A AE秀昭E

ひであき

 東北大学サイバーサイエンスセンター 教授 

〃 A E平 E

たいら

A AE和昌E

かずまさ

 国立研究開発法人 情報通信研究機構 電磁波研究所 所長 

〃 
AE田島E

た じ ま

A AE公E

きみ

AAE博E

ひろ

 
NTTアドバンステクノロジ株式会社 グローバル事業本部  

環境ビジネスユニット EMCセンタ リーダ（主席技師） 

〃 
AE田中 E

た な か

A AE謙 E

け ん

AAE治 E

じ

 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター 理事長 

〃 
AE塚原 E

つかはら

A A E仁 E

ひとし

 
日産自動車株式会社 電子・電動要素開発本部 電子システム

開発部 電子信頼性グループ 主査 

〃 
AE野島 E

の じ ま

A AE俊 E

と し

AAE雄 E

お

 北海道大学 大学院 情報科学研究科 名誉教授 

〃 
AE長谷山 E

は せ や ま

A AE美紀 E

み き

 北海道大学 大学院 情報科学研究科 教授 

〃 
AE平田E

ひ ら た

A AE晃E

あき

AAE正E

まさ

 名古屋工業大学大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 教授 

〃 
AE堀 E

ほ り

A AE和行 E

かずゆき

 
ソニー株式会社 品質・環境部 プロダクトコンプライアンス

グループ チーフ EMC/RFコンプライアンスマネジャー 

〃 
AE増田 E

ま す だ

A AE悦子 E

え つ こ

 公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長 

〃 
AE山崎E

やまざき

A AE健一E

けんいち

 
一般財団法人電力中央研究所 電力技術研究所 雷・電磁環境

領域リーダー 副研究参事 

〃 
AE山下 E

や ま し た

A AE洋治 E

ひ ろ は る

 
一般財団法人電気安全環境研究所  横浜事業所 EMC試験セ

ンター 所長 

〃 
AE和氣E

わ け

A AE加奈子E

か な こ

 
国立研究開発法人情報通信研究機構 電磁波研究所 電磁環

境研究室 主任研究員 

〃 
AE渡邊 E

わたなべ

A AE聡一 E

そういち

 
国立研究開発法人情報通信研究機構 電磁波研究所 電磁環

境研究室 研究マネージャー 

  

別表 1 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 電波利用環境委員会 

電力密度評価方法作業班 構成員 

 

（敬称略、構成員は五十音順） 

氏    名 主 要 現 職 

主 任 
AE渡邊 E

わ た な べ

A AE聡一 E

そ う い ち

 
国立研究開発法人情報通信研究機構電磁波研究所電磁環境研

究室研究マネージャー 

主任代理 
AE石井 E

い し い

A AE望 E

のぞむ

 新潟大学 工学部工学科知能情報システムプログラム准教授 

構成員 
AE稲葉 E

い な ば

A AE拓生 E

た く お

 
パナソニック SN エバリュエーションテクノロジー株式会社

EMC部課長 

〃 
AE鵜飼 E

う か い

A AE佳 E

よ し

AAE宏 E

ひ ろ

 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター技術部技師 

〃 
AE大西 E

お お に し

A AE輝夫 E

て る お

 
株式会社ＮＴＴドコモ先進技術研究所ワイヤレスフロントエ

ンド研究グループ主任研究員 

〃 
AE柿沼 E

か き ぬ ま

A AE由佳 E

ゆ か

 公益社団法人全国消費生活相談員協会 IT研究会研究員 

〃 
AE加藤 E

か と う

A AE信一 E

し ん い ち

 
株式会社日立国際電気映像・通信事業部モノづくり本部製品

設計本部本部長 

〃 
AE金山 E

か な や ま

A AE佳 E

よ し

AAE貴 E

き

 
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会適合性評価委員

会 副委員長 

〃 
AE佐々木 E

さ さ き

A AE謙 E

け ん

AA

E介 E

す け

 

国立研究開発法人情報通信研究機構電磁波研究所電磁環境研

究室研究員 

〃 
AE佐藤 E

さ と う

A AE仁 E

じ ん

 

ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 Product 

Business Group Product Development技術 1部無線技術 2課 

統括課長 

〃 
AE清木 E

せ い き

A AE嘉 E

よ し

AAE裕 E

ひ ろ

 
シャープ株式会社通信事業本部パーソナル通信事業部無線開

発部 部長 

〃 
AE竹 E

た け

AAE厚 E

こ う

A AE善生 E

よ し お

 
日本無線株式会社研究所研究開発部ワイヤレスデバイスグル

ープ課長 

〃 
AE廿楽 E

つ づ ら

A AE雅和 E

ま さ か ず

 ＫＤＤＩ株式会社電波部企画・制度グループ課長補佐 

〃 
AE富樫 E

と が し

A AE浩 E

ひ ろ

AAE行 E

ゆ き

 株式会社ディーエスピーリサーチ技術開発部認証部部長 

〃 
AE長谷川 E

は せ が わ

A AE亮 E

りょう

 
ソフトバンク株式会社モバイルネットワーク本部電波部企画

調整課課長 

〃 
AE星野 E

ほ し の

A AE光晴 E

み つ は る

 
富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社プラットフォー

ム開発統括部第四開発部マネージャー 

〃 
AE横田 E

よ こ た

A AE等 E

ひとし

 一般社団法人電子情報技術産業協会 EMF専門委員会副委員長 

〃 
AE吉田 E

よ し だ

A AE和彦 E

か ず ひ こ

 
一般社団法人電波産業会研究開発本部電磁環境グループ担当

部長 
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1 まえがき 

 

無線設備から発射される電波については、人体に悪影響を及ぼさないようにその強

度等の安全基準である電波防護指針 [1][2][3][4][5]が設けられている。携帯電話端末など

人体に近接して使用される無線設備に適用する安全基準としては、電波防護指針のう

ち局所吸収指針 [2][3][5]が適用され、この指針に基づき電波法令による安全基準の規制

が定められている。 

 

局所吸収指針では、6 GHz以下の周波数帯において、国際的に整合性を取る形で、

単位質量の生体組織に単位時間内に吸収される電気的エネルギー量である比吸収率

（SAR：Specific Absorption Rate）の指針値により規定されている。 

 

我が国では、平成 32 年のサービス開始が予定されている第 5 世代移動通信システ

ム（5G）をはじめ、今後 6 GHz以上の周波数帯を利用する無線設備が人体に近接して

使用されることが想定されている。特に 5G の携帯無線端末から 6 GHz 以下の電波と

6 GHz以上の電波を同時に発射する機能、アレイアンテナによりビーム状の電波を発

射する機能等、これまでにない新たな人体ばく露条件が想定されている。 

 

我が国の電波防護指針では、6 GHz以上の周波数帯で人体に近接して使用される携

帯電話端末等の無線設備から人体を防護するための指針値が規定されていなかった

が、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）で改定作業中のガイドライン（以下「ICNIRP

ガイドライン」という）及び米国電気電子学会（IEEE）の電磁界安全に関わる国際委

員会（ICES）で改定作業中の C95.1 規格（以下「IEEE規格」という）では、6 GHz以

上の周波数帯において電力密度による指針値が適用される見込みである。そのため、

平成 30 年 2 月より情報通信審議会情報通信技術分科会電波利用環境委員会において

検討が行われた結果、平成 30年 9月に局所吸収指針の 6 GHz以上 300 GHz以下の周

波数帯において、新たに入射電力密度の指針値を適用する改定が答申 [5]され、今後、

関連規定の改正が行われる予定である。 

 

上記の改定に対応する形で、6 GHz以上 300 GHz以下の周波数帯において、携帯電

話端末等の入射電力密度の評価方法を確立することが必要である。一方、6 GHz以上

の周波数帯で動作する波源近傍の電力密度の評価方法は、国際電気標準会議（IEC）で

も検討が行われている段階であり、平成 30年 8月には 6 GHz以上 100 GHz以下の周

波数帯で動作する人体近傍で使用する携帯無線通信機器の電力密度の測定手順に関

する技術報告書 IEC TR 63170 が発行されている。同技術報告書に基づき、IEC 及び

IEEE のジョイントワーキングにおいて国際規格の策定が進められており、平成 33 年

に IS（国際規格）として発行することが見込まれている。 

 

これらの状況を踏まえ、6 GHz以上の周波数帯で人体に近接して使用される携帯電

話等の無線設備に対応するとともに、国際的に整合した最新の測定方法による人体防

護規制の整備が可能となるよう、情報通信審議会諮問第 2042 号「携帯電話端末等の

電力密度による評価方法」について検討を行ったものである。具体的には、携帯電話

端末等の（1）電力密度の測定方法及び（2）複数周波数同時ばく露における電力密度

と SARを指針値とする評価方法について検討を行った。 
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今後、安全な電波利用のより一層の徹底を図っていくために、本測定方法等が十分

活用されることが望ましい。また、電波防護指針の見直し、測定機器の進歩、携帯電

話端末等の使用形態の変化、新たな電波利用システムの出現・普及、国際動向などに

対応して、本測定方法等を見直しする必要がある。 
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2 目的と範囲 

 目的 

人体に近接して使用する、6 GHz以上 300 GHz 以下の周波数帯を用いる携帯電話端

末等の無線設備に関する入射電力密度の指針値に対しての適合性評価に使用する標

準的な測定方法（以下「本測定方法」という。）及び複数周波数同時ばく露における電

力密度と SARを指針値とする評価方法を提示することにより、電波防護指針の円滑な

運用を図ることを目的とする。 

具体的には、電磁界プローブにより測定されたデータをもとに電力密度を算出する

方法を標準測定方法として採用し、それを使用する上で必要な技術的条件等について

規定する。 

 

 範囲 

対象機器 

本測定方法の対象機器は、手掌を除く、人体に対して通常の使用状態において 20 

cm以内に近接して使用する無線設備である。 

体内に金属等の異物を挿入している場合 1等のばく露については、対象としない。 

なお、「通常の使用状態」とは、測定対象無線設備（被測定機）の製造者等が取扱説

明書等において明示している使用状態をいう。 

 

周波数範囲 

本測定方法は、6 GHz以上 300 GHz以下の周波数帯に適用する。 

 

 

                         
1
 この場合は、電波防護指針の指針値以下の電磁界でも予想外の局所的な発熱などを引き起こす可能性があり、

注意が必要である。 
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3 定義及び用語 

・電磁波 

電界及び磁界の振動が真空中や物質中を伝搬する波動の総称である。電磁波には、

交流電流等からの超低周波のものから、通信に使われているいわゆる電波、太陽よ

り放射される光（赤外線、可視光線、紫外線）、医療等に応用される放射線（X 線、

γ線）などが含まれる。紫外線より波長の短い電磁波が電離放射線、波長の長いも

のが非電離放射線に大別される（紫外線は、低周波数側は非電離放射線、高周波側

は電離放射線に含まれる。）。 

 

・電波 

電波法第 2条に定められた 3000 GHz以下の周波数の電磁波をいう。 

 

・電波防護指針 

電波利用において人体が電波（周波数の範囲は10 kHz以上300 GHz以下に限る。） 

にさらされるとき、その電波が人体に好ましくないと考えられる生体作用を及ぼさ

ない安全な状況であるために推奨される指針のことをいう  [1][2][3][4][5]。 

 

・局所吸収指針 

電波防護指針のうち、主に身体に極めて近接して使用される無線設備から発射さ

れる電磁波により、身体の一部が集中的に電磁界にさらされる場合において、基礎

指針に従った詳細評価を行うために使用する指針をいう[2][3][5]。 

 

・電界強度 

電界の強さをいう。単位は V/mで与えられる。 

 

・磁界強度 

磁界の強さをいう。単位は A/mで与えられる。 

 

・電力密度測定 

電磁界プローブにより測定されたデータをもとに電力密度を算出することをい

う。場合によっては、再構築アルゴリズムを利用する。 

 

・保持器 

電力密度測定中に要求された試験位置に被測定機を保持するために使用される

低損失誘電材料で作製された治具をいう。 

 

・被測定機 

本報告書に記載された手順に従い評価される機器をいう。 

 

・基地局シミュレータ 

被測定機の動作を電波によって制御するための装置をいう。 

 

・プローブ走査装置 

file://pfs/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/P110317-01_%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%9B%BB%E6%B3%A2%E9%98%B2%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E5%A4%96%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%83%BB%E8%A6%8F%E5%88%B6%E5%8B%95%E5%90%91%E8%AA%BF%E6%9F%BB/06%E9%81%82%E8%A1%8C/%EF%BC%885%EF%BC%89%E6%9C%89%E8%AD%98%E8%80%85%E4%BC%9A%E5%90%88%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%81%9D%E3%81%AE%E9%81%8B%E5%96%B6%E8%A3%9C%E5%8A%A9/%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E5%AF%86%E5%BA%A6%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%8F%AD/%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E4%BD%9C%E6%A5%AD/3%EF%BC%8E%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%94%A8%E8%AA%9E-v180815b%EF%BC%88%E7%9F%B3%E4%BA%95%E5%85%88%E7%94%9F%EF%BC%89.docx#%E6%96%87%E7%8C%AE%EF%BC%91
file://pfs/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/P110317-01_%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%9B%BB%E6%B3%A2%E9%98%B2%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E5%A4%96%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%83%BB%E8%A6%8F%E5%88%B6%E5%8B%95%E5%90%91%E8%AA%BF%E6%9F%BB/06%E9%81%82%E8%A1%8C/%EF%BC%885%EF%BC%89%E6%9C%89%E8%AD%98%E8%80%85%E4%BC%9A%E5%90%88%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%81%9D%E3%81%AE%E9%81%8B%E5%96%B6%E8%A3%9C%E5%8A%A9/%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E5%AF%86%E5%BA%A6%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%8F%AD/%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E4%BD%9C%E6%A5%AD/3%EF%BC%8E%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%94%A8%E8%AA%9E-v180815b%EF%BC%88%E7%9F%B3%E4%BA%95%E5%85%88%E7%94%9F%EF%BC%89.docx#%E6%96%87%E7%8C%AE%EF%BC%92
file://pfs/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/P110317-01_%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%9B%BB%E6%B3%A2%E9%98%B2%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E5%A4%96%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%83%BB%E8%A6%8F%E5%88%B6%E5%8B%95%E5%90%91%E8%AA%BF%E6%9F%BB/06%E9%81%82%E8%A1%8C/%EF%BC%885%EF%BC%89%E6%9C%89%E8%AD%98%E8%80%85%E4%BC%9A%E5%90%88%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%81%9D%E3%81%AE%E9%81%8B%E5%96%B6%E8%A3%9C%E5%8A%A9/%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E5%AF%86%E5%BA%A6%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%8F%AD/%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E4%BD%9C%E6%A5%AD/3%EF%BC%8E%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%94%A8%E8%AA%9E-v180815b%EF%BC%88%E7%9F%B3%E4%BA%95%E5%85%88%E7%94%9F%EF%BC%89.docx#%E6%96%87%E7%8C%AE%EF%BC%92
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電磁界プローブを測定領域の指定位置に移動し、保持するための自動位置決め装

置をいう。 

 

・電磁界プローブ 

  電界、磁界又はその両方を計測するプローブをいう。本報告書では、微小プロー

ブ又は導波管プローブをいう。 

 

・微小プローブ 

十分な分解能を有し、周囲への散乱をできる限り小さくした電界又は磁界センサ

をいう。 

 

・導波管プローブ 

導波管の切り口を利用する電磁界センサをいう。 

 

・等方性 

任意の電磁波の入射方向に対して、その電磁界強度が同じであれば、同一指示値

を与えるプローブ（又はアンテナ）の特性をいう。 

 

・直線性 

 測定範囲における与えられた区間に対して定義された基準直線からの最大偏差

をいう。 

 

・照射比 

動作周波数と位置により与えられる電波防護指針の指針値に対するばく露量の

比をいう。 

 

・総合照射比（TER : Total Exposure Ratio） 

複数周波数同時ばく露における照射比の和をいう。 

 

・遠方界 

電磁波源からの距離が、2D2/λ 又はλ /2πのいずれよりも遠い領域にあり、反射

又は散乱がない状態の電磁界をいう。ここで、D はアンテナの最大寸法、λは自由

空間波長とする。 

 

・近傍界 

遠方界とならない領域の電磁界をいう。 

 

・測定領域 

  電磁界測定が行われる曲面あるいは 3次元領域をいう。 

 

・評価面 

 測定領域で測定された電磁界を用いて、空間平均電力密度を評価するために設定

された面をいう。 
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・平均化面積 

評価される電力密度を平均化する評価面の面積をいう。本報告書では、特に指定

する場合を除き、評価面は正方形とする。 

 

・ポインチング・ベクトル 

単位面積当たりの電力移送量であって、 

𝐒𝐒 = Re{𝐄𝐄 × 𝐇𝐇∗} 

となる。単位は W/m2である。 

ただし、𝐄𝐄 及び 𝐇𝐇 は、電界及び磁界のベクトルのフェイザー表示であり、その

大きさは実効値である。𝐇𝐇∗は磁界ベクトルのフェイザー表示の複素共役である。 

 

・電力密度 

電磁波伝搬の方向に垂直な単位面積当たりの通過電力をいう。 

 

・空間平均電力密度 

  評価面における平均化面積に対する、単位面積あたりの電力をいう。空間平均

電力密度は評価面で定義される。 

  本報告書では、空間平均電力密度として、空間平均法線電力密度及び空間平均

ノルム電力密度の 2つを定義する。 

 

・最大空間平均電力密度 

 評価面における空間平均電力密度の最大値をいう。 

 

・空間平均法線電力密度 

  評価面における平均化面積𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎に対して以下の式で与えられる物理量をいう。 

 

𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑎𝑎𝑎𝑎 =
1
𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎

� Re{𝐄𝐄 × 𝐇𝐇∗}
𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎

⋅ 𝒏𝒏�𝑑𝑑𝐴𝐴 

 

ここで、𝒏𝒏� は評価面の単位法線ベクトルである。 

 

・空間平均ノルム電力密度 

 評価面における平均化面積𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎に対して以下の式で与えられる物理量をいう。 

 

𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑎𝑎𝑎𝑎 =
1
𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎

� ‖Re{𝐄𝐄× 𝐇𝐇∗}‖𝑑𝑑𝐴𝐴
𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎

 

 

・再構築アルゴリズム 

最大空間平均電力密度を決定するため、測定された電磁界から評価面における電

力密度分布に伝搬、変換、投影するための数学的手法及び手順をいう。 
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・比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate） 

 生体が電磁界に照射されるときの、単位質量当りの吸収電力をいう。密度

𝜌𝜌 [kg/m3]の微小体積要素 𝑑𝑑𝑑𝑑[m3]に含まれる微小質量要素 𝑑𝑑𝑑𝑑 [kg]に吸収される

エネルギー 𝑑𝑑𝑑𝑑 [J]の時間微分、すなわち 

SAR [W/kg] =
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 �

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑� =

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 �

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌𝑑𝑑𝑑𝑑� =

𝜎𝜎𝐸𝐸2

𝜌𝜌  

で与えられる。 

 ただし、t [s]は時間、σ  [S/m]は物質（すなわち生体組織）の導電率、𝐸𝐸 [V/m]
は当該物質内の電界強度実効値である。 

 

・局所 SAR 

SAR は微小体積要素当りの数値として与えられ、電磁波の照射条件と生体組織内

の場所に依存した空間分布関数となる。この分布関数について、任意の 1 g又は 10 

g の組織内で平均した SAR を局所 SAR という。その中での最大値を局所最大 SAR と

いう。ただし、本測定方法では 10 gの組織を立方体で定義している。 

 

・不確かさ 

ある量の実測値と真値との差を表わす推定値をいい、測定の結果に付随した、合

理的に測定量に結び付けられ得る値のばらつきを特徴づけるパラメータであり、平

均誤差、確率誤差、標準偏差等で表わされる。 

 

・拡張不確かさ 

測定の結果について、合理的に測定量に結びつけられ得る値の分布の大部分を含

むと期待される区間を定める量。本測定方法では 95 %の信頼区間を想定する。 
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4 測定原理 

 
 本測定方法においては、人体が存在するであろう空間の電力密度を実験的に推定す

る。測定系は、実際のばく露状態を良好に模擬でき、かつより正確な推定値が得られ

るようなものであることが望ましい。本測定方法が採用するプローブ走査型電力密度

測定方法は、電界分布、磁界分布又はその両方を、電磁界プローブを用いて高精度に

測定し、その測定値から再構築アルゴリズムなどにより、空間平均電力密度を算出す

ることを基本原理とする。 
 
 測定値の信頼性を確保するために、測定系の条件や空間平均電力密度の算出方法等

を詳細に決めておくことが必要である。 
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5 測定系の条件 

 概要 

 測定系は、図 5.1に示すように、電磁界プローブ及び計測機器等によって構成され

る電力密度計測装置、プローブ走査装置、携帯電話端末等（以下「被測定機」という。）

の保持器及び基地局シミュレータから構成される。 

 

測定は、以下の環境条件で行うこと。 

• 周囲の温度が 18 ℃以上 25 ℃以下の範囲にあること。 

• 周囲雑音による影響が空間平均電力密度で 0.04 mW/cm2未満であること。 

• 基地局シミュレータなどの送信設備、床、プローブ走査装置等からの反射の影響

が、最大空間平均電力密度の 0.2 dB（4.7 %）未満とすること。 

 

 
図 5.1 測定系の基本構成図 

 

 評価面 

概要 

 電力密度を評価するための評価面の大きさや形状は、電力密度値に関わる主要なパ

ラメータであることから、人の身体を近似することが望ましい。この評価面は、頭部

を左右に 2分割した形状の側頭部評価面、平らな形状の身体評価面、被測定機固有の

評価面が挙げられる。なお、本測定方法において、手のモデル化は行わない。 

 

形状と寸法 

5.2.2.1  側頭部評価面 

人の側頭部を近似したファントムの形状と寸法は、「人体側頭部に近接して使用

する無線機器等に対する比吸収率の測定方法」[6]に記載されている（図 5.2参照）。

頭部評価面は図中に示される仮想的な側頭部ファントムの内面とする。ただし、耳

たぶの外殻の厚さは 2 mmとする。 
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図 5.2 側頭部ファントムの模擬図（上図）及び側頭部評価面（下図） 

（下図は IEC TR63170[7]から引用） 

 

5.2.2.2 身体評価面 

側頭部及び手掌を除く身体を近似した形状と寸法は、「人体側頭部を除く人体に

近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法」[8]に記載されているフ

ァントムの形状に基づく（図 5.3 参照）。評価面はこの仮想的なファントムの内面

とする。 

 

 
図 5.3 身体評価面の模擬図（IEC TR63170[7]から引用） 

 
5.2.2.3 被測定機固有の評価面 

5.2.2.1（側頭部評価面）及び 5.2.2.2（身体評価面）が過大な評価とならず、ま

た頭部及び胴体以外の部位（腕など）で使用される機器に対しては、被測定機固有

の評価面とする。 
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 電力密度計測装置 

• 電磁界プローブは定期的に較正しておくこと。 

• 不確かさ評価のための感度、直線性及び等方性は、測定周波数における自由空間

中にて評価すること。 

 

 プローブ走査装置 

概要 

 評価面での電力密度分布の評価ができるように、電磁界プローブを走査可能である

こと。機械的構造が電力密度評価を妨げないこと。 

 

技術的条件 

測定範囲に対するプローブ先端の位置決めの精度は、0.2 mm以下であること。 

 

 保持器 

• 携帯電話端末等を 6.1.3に記述する位置に保持できること。 

• 誘電正接及び複素比誘電率の実部が、それぞれ 0.005 以下及び 1.2 以下の材質で

あること。 

 

 再構築アルゴリズム 

測定領域と評価面が一致しない場合は、測定領域で取得された電磁界から評価面

での電力密度分布の再構築（付録 1参照）を行うこと。 
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6 測定手順 

 測定系のセットアップ 

一般事項 

被測定機の位置を決定する複数の参照点は被測定機の形状・寸法に基づい

て定義することが望ましい。測定系及び各構成部分が条件どおりに正確に動

作していることを簡易性能試験及び総合評価試験（付録 2 参照）により確認す

ること。 

評価面が被測定機近傍の場合の電力密度評価では、電界及び磁界の両方に基づ

いて、電力密度を決定するため、電界と磁界それぞれの振幅と位相が必要になる。

評価面での電力密度は測定領域の電界を再構築することで推定する。測定領域の寸

法の必要条件や空間的な分解能は、電力密度計測装置や再構築アルゴリズムに依存

する。ただし、評価面が被測定機から数波長離れている場合には、遠方界として電

力密度を推定することが可能である（付録 3参照）。 

測定領域から被測定機までの距離は、電磁界プローブによる電磁界の散乱をで

きる限り小さくするように設定する。一般に、測定距離が増大すると、電磁界プロ

ーブからの反射による誤差は減少する。測定領域や測定におけるポイント数は、使

用する電磁界プローブや再構築アルゴリズムの必要条件に従って決定すること。 

 

被測定機 

• 測定に際して被測定機は、それ自身の内部送信機を使用すること。 

• アンテナ、バッテリ及び付属品は、被測定機の製造業者により指定されたもので

あること。 

• バッテリは、各測定前に完全に充電し、通常の使用状態において必要な場合以外

は、電源等のケーブルを接続しないことが望ましい。ケーブルを接続する場合に

は、最大空間平均電力密度に影響を与えないことをあらかじめ確認すること。 

• 空中線電力及び周波数は、内部試験プログラム又は基地局シミュレータ等を使っ

て制御すること。 

• 空中線電力は、最大出力値に設定する。ただし、設定が困難な場合には、それよ

り低出力で測定し、最大出力時の電力密度に換算することができる。 

• 複数のアンテナ又は送信機（単一又は複数のアンテナを有す）が同時に動作する

機器の場合、生じ得る最大空中線電力で測定を行うこと。ただし、送信動作は、

擬似的なベースバンド信号等を用い、当該通信方式の信号形式に従った連続送信

とすること。 

 

被測定機と評価面の位置 

6.1.3.1 被測定機の参照位置 

図 6.1（a）及び（b）に示す 2直線（垂直中央線と水平線）を確認する。垂直中

央線は、被測定機の前面の二つの点を通る線である。二つの点は、被測定機の受話

部の高さでの幅 Wt の中央点（A 点）と被測定機の底辺部の幅 Wb の中央点（B 点）

である。水平線は、被測定機の受話部の中央を通り垂直中央線に対し直交する。二

つの線は A点で交差する。 
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図 6.1 被測定機の参照位置の例 

 

6.1.3.2 側頭部評価面 

側頭部の左右それぞれの評価面について、「人体側頭部に近接して使用する無線

機器等に対する比吸収率の測定方法」[6]に採用されている二つの位置（頬の位置、

傾斜の位置）に設置する条件ついて評価すること。 

 

6.1.3.3 身体評価面 

(1) 被測定機の製造者等が取扱説明書等において、当該被測定機の使用方法を明示

している場合には、当該明示された位置とする。 
 

使用方法が明示されていない場合は、被測定機の全ての面に対して評価面との

最小離隔距離は 2 mm とすること。ただし、アレイアンテナによるビーム状の

電波が照射される場合には、空間平均電力密度が最大となるような適切な位置

とすること。 
 

(2) 上記のほか、「人体側頭部を除く人体に近接して使用する無線機器等に対する

比吸収率の測定方法」[8]で定める位置に準じることができる。 

 

6.1.3.4 被測定機固有の評価面 

被測定機の製造者等が取扱説明書等において、当該被測定機の使用方法を明示

している場合には、当該明示された位置とする。使用方法が明示されていない場合

は、被測定機の全ての面に対して評価面との最小離隔距離は 2 mmとすること。 
 

 測定 

一般条件 

(1) 測定は、6.1.3 で記述した測定位置に対して、各動作帯域の中央付近の周波数

を使って行うこと。 

(2) 被測定機の全ての動作条件（ビーム走査を行う機器の場合には、その全ての条

件）で（1）の測定を行うこと。 

Wt：ハンドセットのスピーカ部の幅 

wb ：ハンドセットの底辺の幅 

A：ハンドセットのスピーカ部の幅Wtの中点 

B：ハンドセットの底辺の幅 Wb の中点  

垂直中央線 

水平線 

受話部 

ハンドセット

の底辺 

スピーカ 

垂直中央線 

水平線 

ハンドセット

の底辺 

受話部 

(a) (b) 
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(3) マルチモード機能又は複数の使用帯域を持つ被測定機を測定する場合には、各

送信モード又は帯域について 対応する最大送信出力で(1)の測定を行うこと。 

(4) 送信周波数帯域幅が中心周波数の 1 %を超える場合には、(1)から(3)の試験に

おいて、最大空間平均電力密度の結果が空間平均電力密度の許容値に対し 50 %

以上（-3 dB以上）にある他の全ての条件に対して、以下の式を用いて測定数

（試験する周波数の数）を決め、測定を行うこと。この際、測定する周波数帯

は、できる限り等間隔にし、最大及び最小の周波数チャネルを含めること。 

 

𝑁𝑁c = min �2 × Roundup�10 × �𝑓𝑓high − 𝑓𝑓low�/𝑓𝑓c� + 1,𝑁𝑁� 
 

ただし、 

fc：中心周波数 

fhigh：帯域内の最高周波数 

flow：帯域内の最低周波数 

N：帯域内のチャネル数 

Nc：測定数 

Roundup(x)：変数 xを次の整数に切り上げる。 

(5) 全ての測定値の中から最大値を決定すること。 

 

被測定機が複数の周波数帯や通信方式などを有する場合、最大空間平均電力密度を

決定するためには多くの測定が必要となり、多大な測定時間を要することが予想され

る。予め決められた条件を満足する場合は測定数を削減することができる（付録 4参

照）。 

 

測定手順の詳細 

6.2.1に記述した一般条件についてさらに、以下の測定を実施すること。 

(1)測定面上の最小検出限界値より高い任意の測定位置を 1 つ選び、電界強度又は

磁界強度を測定すること。可能であれば、最大値が生じると想定される測定位置

とすることが望ましい。 

(2)測定面内で電磁界プローブを走査し、電界強度又は磁界強度を測定する。平面走

査の場合、各測定点間の分解能は半波長未満であること。被測定機の近傍界領域

で測定が行われる場合、より小さな空間分解能が必要になる。 

(3)評価面上において、最大空間平均電力密度を決定する。測定領域と評価面が一致

しない場合、再構築アルゴリズムを用いて評価面での電力密度分布を算出する。

空間平均電力密度の算出の際に、3 節に示されている適切な電力密度の定義 2を

用いること。 

(4) (3)の手順において得られた最大空間平均電力密度が測定領域を拡張しても変

化せず、かつ最大空間平均電力密度の位置が評価面境界にないことを確認する

こと。 

                         
2   「空間平均電力密度」の定義として、「空間平均法線電力密度:Sn,av」と「空間平均ノルム電力密度:Stot,av」の二つがある。

評価面に平行に近い角度で電波が入射する場合に、Sn,avは、人体ばく露量（体内に吸収される電力密度や体温上昇）を過小評

価する可能性がある一方で、Stot,avでは過大評価する可能性がある。そのため、想定するばく露条件に応じて、適切な空間平均

電力密度の定義を用いることが望ましい。適切な空間平均電力密度の選定が困難な場合は、Stot,avを用いること。なお、平面ア

ンテナが体表面に近接かつ平行に設置されている場合、Sn,avが人体ばく露量と良い相関があることが示されている。 
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(5)評価面上での空間平均電力密度の分布と最大空間平均電力密度の値と位置を記

録する。 

(6) (1)の測定を再度行うこと。被測定機の電力ドリフトは、(1)で取得された電界

強度又は磁界強度の振幅の二乗の差異から推定する。ドリフトが 5 %を超える場

合、下記の補正式を用いて補正を施すこと。 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚 × �1 +
𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑑𝑑
100 � 

 

𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑑𝑑 = 100 ×
|𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓1 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓2|

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓1
 

 

PDcorrected: 補正された電力密度 

PDmeas: 測定によって決定された電力密度 

Drift: 電力ドリフト [%] 

Ref1: 手順（1）によって測定した電界強度又は磁界強度を二乗した値 

Ref2: 手順（6）によって測定した電界強度又は磁界強度を二乗した値 

 

以上の条件を含む測定の基本手順を図 6.2及び図 6.3に示す。 
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図 6.2 測定の基本手順 
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図 6.3 測定手順の詳細 

 

複数帯域同時送信時の測定手順 

被測定機が複数の送信周波数で同時に動作するもので、プローブ較正の有効な

周波数範囲より離れている複数周波数で同時動作する場合は、付録 5 のいずれか

の方法で評価する。 
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7 評価 

 適合確認に用いる指針値 

適用する電波防護指針は、「高周波領域における電波防護指針の在り方」[5]の局所吸

収指針の入射電力密度とする。 

なお、空中線電力の平均電力が 6 GHz以上 30 GHz以下の周波数を使用する無線設

備にあっては 8 mW以下の場合、30 GHz超 300 GHz以下の周波数を使用する無線設備

にあっては 2 mW 以下の場合、一般環境における入射電力密度の指針値を満たしてお

り、入射電力密度を評価する必要はない[5]。 

 

 不確かさ 

最大空間平均電力密度測定の不確かさは、ISO/IECガイド 98-3：測定における不

確かさの表現のガイド（GUM:1995）[9]に規定された方法に基づいて評価する。詳細

な内容は、付録 6に示されている。 

本測定方法における 0.4 mW/cm2から 4 mW/cm2までの最大空間平均電力密度測定の

拡張不確かさは±2 dB以内とする。ただし、評価した拡張不確かさが規定値を超え

た場合、次式により測定値を補正することができる。 

 

𝑆𝑆𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚 (1 + 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚 − 𝑈𝑈𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚) 
 

ここで、Scorrected は補正した最大空間平均電力密度、Smeas は最大空間平均電力密度

の測定値、Umeas は拡張不確かさ、Ulim は拡張不確かさの規定値（dB 表示の場合は真

数に変換した数値）である。 
 

 評価方法 

測定値と指針値を直接比較し、測定値が指針値以下であるときは、被測定機は局所

吸収指針を満足しているものと判定する。ただし、拡張不確かさが±2 dBを超えた場

合、7.2 項の式により最大空間平均電力密度の測定値を補正し、補正した最大空間平

均電力密度と指針値を比較する。 
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8 測定系の評価試験及び較正 

 測定系の評価試験 

本測定系は、様々な構成部分を有することから、以下に述べるいくつかの試験を

適切に実施することで、測定系が正常に動作していることを確認する必要がある。 

 

（1）電力密度測定前に、測定系が仕様の範囲内で正常に動作していることを短時間

で確認するために、簡易性能試験を実施すること（詳細な手順については、付

録 2参照。）。 

（2）少なくとも年 1回あるいはソフトウェアのバージョンアップ等の測定装置の変

更があった場合に、測定装置全体が正常に動作していることを確認するため

に、総合評価試験を行うこと。総合評価試験は、標準波源を用いて行うことと

する（詳細な手順については、付録 2参照。）。 

   

 電力密度計測装置の較正 

 電力密度計測装置各部の較正に当たっては、電磁界プローブに関わる部分について

行う必要がある。電磁界プローブの較正の際には、実際の電力密度測定の際に使用す

る装置と同じかあるいはこれと等価な較正が可能な測定装置を用いて、測定する周波

数帯に対して行うこととする。 

増幅器やその他の機器については、必要に応じ指定された較正を行うこととする。 

詳細は付録 7を参照すること。 
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9 今後の課題等 

 測定方法の適用対象拡大 

本測定方法は、手順を具体的に示す必要性から、現在広く使われている携帯電話端

末等の使用形態を前提にしている。携帯電話端末等の高機能化が急速に進んでおり、

これまでと異なる使用形態の機器が実用化されることも想定される。また、IEC にお

いては、平成 30年 8月に発行された TR 63170に基づき、無線通信機器の電力密度の

測定手順に関する国際規格化が進められているところである。今後、無線設備の実用

化動向、国際動向等を注視して、継続的に測定方法の検討を行う必要がある。 

 

 電力密度の値の取扱い 

本測定方法では、人体近傍で使用する携帯電話端末等に対する入射電力密度の標

準的な測定方法を示した。標準化された方法で入射電力密度を測定し、電波防護指

針との適合性を統一的に評価する方法を確立するものであり、携帯電話端末等から

発射される電波の健康への影響に関する懸念に対して、適切な情報提供を可能にす

ることが期待される。特に、以下のことに留意するべきである。 

 

本測定方法では、一般的な使用状態で生じ得る入射電力密度の概ね最大値が測定

される。したがって、この測定値が局所吸収指針値を超えなければ、電波防護指針

に適合していると判断される。実際の使用状態で生じる人体に入射する電力密度

は、システムの送信出力制御（通信条件によって端末の出力が自動的に低減される

こと。）が動作することから、測定値よりさらに小さくなる場合が多い。 

 

また、電波防護指針の指針値は、閾値から十分な安全率を考慮して定められてお

り、人体に熱を発生させる作用の閾値以下の電波ばく露であれば、人体に元来備わ

っている体温調節機能を上回る体温上昇は発生しない。したがって、入射電力密度

値がこの指針値を下回っている場合、入射電力密度値の高低に関わらず人体に対し

て等しく安全である。 

 

本測定方法によって得られる入射電力密度の数値に関して、正しい理解が得られ

るように努める必要がある。 

  



21 

 

参考文献 

［1］電気通信技術審議会答申 諮問第 38号「電波利用における人体の防護指針」（平

成 2年 6月 25日） 

［2］電気通信技術審議会答申 諮問第 89 号「電波利用における人体防護の在り方」

（平成 9年 4月 24日） 

［3］情報通信審議会答申 諮問第 2030号「局所吸収指針の在り方」（平成 23年 5月

17日） 

［4］情報通信審議会答申 諮問第 2035 号「電波防護指針の在り方」のうち「低周波

領域(10kHz 以上 10MHz 以下)における電波防護指針の在り方」（平成 27 年 3 月

12日）  

［5］情報通信審議会答申 諮問第 2035号「電波防護指針の在り方」のうち「高周波

領域における電波防護指針の在り方」（平成 30年 9月 12日） 

［6］情報通信審議会答申 諮問第 118 号「携帯電話端末等に対する比吸収率の測定

方法」のうち「人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測

定方法」（平成 27年 7月 17日） 

［7］IEC TR63170 Ed. 1.0, “Measurement procedure for the evaluation of power 

density related to human exposure to radio frequency fields from wireless 

communication devices operating between 6 GHz and 100 GHz,” August 2018.  

［8］情報通信審議会答申 諮問第 118 号「携帯電話端末等に対する比吸収率の測定

方法」のうち「人体側頭部を除く人体に近接して使用する無線機器等に対する比

吸収率の測定方法」（平成 23年 10月 28日） 

［9］ISO/IEC GUIDE 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to 

the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) 

 

  



22 

 

付録 1 再構築アルゴリズム 
 
1 概要 

測定面において取得される電磁界から評価面での電力密度を算出するための再

構築の方法（再構築アルゴリズム）を示す。再構築アルゴリズムには、次の手法の

一つ以上が含まれる。 

 

・ 電磁界情報の推定法: 電界（磁界）のベクトル成分を推定する手法、電界から磁

界（磁界から電界）を推定する手法又は電界強度（磁界強度）からその位相情報

を推定する手法。 

・ 電磁界分布の推定法: 測定領域の電磁界から評価面における電磁界に伝搬、変換、

投影する手法。 

 

2 電磁界情報の推定法 

評価面が被測定機近傍の場合の電力密度評価では、電界ベクトル及び磁界ベクト

ルそれぞれの振幅と位相が必要になる。 

 

2.1 ベクトル成分の推定法 

測定面として設定された 2 次元的な測定領域に正接する電界ベクトル成分が電

力密度計測装置により測定された場合には、自由空間中におけるガウスの法則によ

り、測定面に直交する電界ベクトル成分を推定することが可能である。測定面に正

接する磁界ベクトル成分が電力密度計測装置により測定された場合についても同

様にして、自由空間中におけるガウスの法則により、測定面に直交する磁界ベクト

ル成分を推定することが可能である。 

 

2.2 電界から磁界（磁界から電界）の推定法 

測定領域での電界ベクトル分布から磁界ベクトルはファラデーの法則より導出

することが可能である。同様に、測定領域での磁界ベクトル分布から電界ベクトル

はアンペールの法則より導出することが可能である。 

 

2.3 電磁界の位相の推定法 

電界または磁界の位相が直接測定できない場合には、複数の測定面の電界また

は磁界の強度の測定値から位相を再構築することが可能である。位相を再構築す

るためのアルゴリズムとして、Gerchberg-Saxtonアルゴリズム[1]等の干渉法や反

復法が挙げられる。 

 

3 電磁界分布の推定法 

電磁界は主に平面、球面、円筒面等の測定領域において測定される。測定領域

における電磁界を評価面に伝搬、投影、変換するための方法として、平面波スペ

クトル展開法や波源逆推定法の利用が可能である。 

いずれの再構築法においても、電磁界分布の推定法の精度は、測定領域におけ

る電磁界計測装置の精度、測定条件（例えば、測定分解能、測定領域の大きさな

ど）、及び評価面から波源までの相対的な離隔距離等に依存する。また、遠方界
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での電磁界測定に基づいて近傍界の電力密度を伝搬、投影、変換する場合には、

電磁界の非伝搬成分の取得ができないため、誤差要素として考慮する必要があ

る。 

 

3.1 平面波スペクトル展開法 

平面波スペクトル展開に基づいた投影法[2]-[5]により、測定領域における電界ま

たは磁界の強度及び位相の測定値から評価面での電磁界ベクトルを再構築でき

る。 

 

3.2 波源逆推定法 

波源逆推定法[6]-[8]の主な特徴について説明する。入力値として使用するデータ

は主に、被測定機から生じる電界または磁界の強度及び位相の測定面に正接する

成分である。 主な出力値は、被測定機を囲む再構築表面上の等価電流及び等価磁

流である。この等価電流及び等価磁流は、評価に必要とする空間領域内での被測

定機から放射された電磁界を導出するための波源として使用される。 
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付録 2 測定系の評価試験 
 
測定系の評価試験は、以下の「1 簡易性能試験」及び「2 総合評価試験」により

行われる。 

 

1 簡易性能試験 

1.1 目的 

 簡易性能試験は、一連の電力密度測定前に、測定系が仕様の範囲内で正常に動作し

ていることを短時間で確認（再現性確認）するための試験である。 

 

1.2 基本構成例 

 この試験は、後出の総合評価試験と同様に、ある放射源を用いて行う。この放射源

としては、総合評価試験に用いられる標準アンテナ等も使用することができる。 

 ここでは放射源の例として、ホーンアンテナを使用する場合の基本構成の例を図 1

に示す。また、この場合の各構成部の条件を 1.2.1から 1.2.3に示す。 

 

 
図 1 簡易性能試験の基本構成の例及び総合評価試験の基本構成 

 

1.2.1 評価面 

身体評価面とする。 

 

1.2.2 簡易性能試験用の放射源 

簡易性能試験に用いる放射源は、位置決めの再現性、機械的な安定性及びインピー

ダンスの整合が良いものを使用する。総合評価試験に用いられる標準アンテナを用い

る場合、2.2.2の要件を適用すること。 

 

1.2.3 給電装置 

  図1は、供給する電力の不確かさをできるだけ低くするために推奨する構成である。

詳細については、2.2.3 に述べる。アンテナ入力電力の測定値の不確かさができるだ

け小さくなるように給電装置を構成すること。この構成は、方向性結合器と電力計を

用いることで実現できる。 

 

1.3 試験の手順 

試験は以下の手順で実施する。 

 

PM: 電力計 
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(1) 最大空間平均電力密度を測定する。 

(2) 得られた最大空間平均電力密度を標準アンテナ等の入力電力で規格化し、最大

空間平均電力密度の目標値（計算値等）と比較する。 

(3) 比較した結果の差異が、±10 %の範囲に収まることを確認する。 

(4) 上記が満足できない場合、最大空間平均電力密度の目標値（測定値）からの差

異が測定の再現性の拡張不確かさ以内であることを確認する。 

 

2 総合評価試験 

2.1 目的 

少なくとも年 1 回あるいはソフトウェアのバージョンアップ等の測定装置の変更

があった場合に、測定装置全体が正常に動作していることを確認するために、総合評

価試験を行うこと。 

 

2.2 基本構成 

 総合評価試験は、身体評価面と標準アンテナを用いて行うこととする。 

 

2.2.1 評価面 

 評価面は、簡易性能試験と同じ身体評価面を適用する。 

 

2.2.2 標準アンテナ 

標準アンテナは、ダイポールアレイアンテナ及びスロットアレイアンテナとする。

これらのアンテナは、付録 8に示された仕様であること。以下、標準アンテナの要件

について述べる。 

 

・標準アンテナを評価面と平行に配置する。なお、アンテナエレメントとファント

ム底面とは、±2°以内で平行であること。 

・標準アンテナから評価面までの距離は、2、5、10、20 mmとする。なお、この距

離については±0.2 mmの精度で一定となるようにすること。 

・標準アンテナへの給電コネクタ部（図 1中の C3）での反射減衰量が 20 dB以上で

あること。 

 

2.2.3 給電装置 

 給電装置は、図 1に示す装置とする。給電の手順及び各構成部分の条件は、次を満

たすこと。 

 

・信号発生器と増幅器は、目標のアンテナ入力を安定して供給できる性能を有して

いること。なお、信号発生器が十分に大きな出力レベルを有している場合には増

幅器を必要としない。 

・高出力の増幅器を使用して、低レベル信号を給電する場合には雑音レベルに注意

すること。必要ならば、アンプの出力端に適切なローパスフィルタ・減衰器を接

続し、高調波や雑音を抑圧すること。 

・電力計（図１中の PM-1, PM-2, PM-3）には入力レベルに応じて、必要ならば減衰

器を接続すること。 

・電力計（PM-1）及びこれに接続される減衰器は適切に較正されていること。 
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・方向性結合器と電力計（PM-2, PM-3）は、通過型電力計で代用することができる。 

・電力計（PM-2, PM-3）又は通過型電力計は、低ドリフト特性を有していること。

ただし、これらの電力計は必ずしも絶対値較正が必要ではない。 

・C1, C2, C3の接続において、変換コネクタが必要な場合には高性能なコネクタを

使用すること。 

 

標準アンテナへの給電の手順は以下のとおり。 

(1) C1と C2を接続し、電力計（PM-1）の指示値から C1での通過電力が所望のレベ

ルになるように信号発生器の出力レベルを調節する。 

(2) 前項目で信号発生器の調節が完了したら、その時の電力計（PM-2）及び電力計

（PM-3）の指示値を記録する。 

(3) C1 と C3 を接続し、電力計（PM-2）の指示値が前項目での指示値と同じになる

ように信号発生器の出力レベルを調節する。 

(4) 信号発生器の出力レベルが目標のレベルに調整できない場合には、(2)と(3)で

の電力計（PM-2）の指示値の差を考慮してアンテナ入力を決定すること。 

(5) 電力計（PM-3）の指示値が、同条件で行った前回の確認作業時と変化していな

いことを確認すること。 

 

2.2.4 試験の手順 

 一連の電力密度測定を行う。標準アンテナへの入力電力は、最大空間平均電力密度

が 0.4 mW/cm2から 4 mW/cm2の範囲に収まるように調整する。最大空間平均電力密度

を適合性評価試験で使用される範囲内の周波数で測定する。結果は 1 mW の入力電力

で正規化し、付録 8 の目標値と比較する。付録 8 に該当する目標値が無い場合には、

IEC や IEEE 国際標準規格や信頼できる研究機関等により示された数値計算結果と比

較する。目標値との差は総合評価試験の電力密度測定における拡張不確かさと目標値

に含まれる不確かさを合成した不確かさ未満であること。 
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付録 3 遠方界法 

 

1 概要 

遠方界においては、以下の方法により電力密度を評価することが可能である。方

法１では入力電力とアンテナ利得、方法 2では電界もしくは磁界の実効値を用いて

電力密度を計算することができる。 

 

方法1）等価等方輻射電力（EIRP）による評価 

方法2）等価平面波近似による評価 

 

2 方法1 等価等方輻射電力（EIRP）による評価 

遠方界領域では、電力密度は等価等方輻射電力（EIRP）を用いて表すことがで

きる（式（1））。この評価法は入力電力とアンテナ利得が既知であれば、アンテ

ナ近傍の電磁界分布の測定を行わずに電力密度を算出することができる。 

 

𝑆𝑆EIRP = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
4𝜋𝜋𝑐𝑐2

= 𝐸𝐸𝑃𝑃
4𝜋𝜋𝑐𝑐2

  [W/m2]    (1) 

 

P : 入力電力 (W) 

G : アンテナ利得  

d : アンテナから測定点までの距離 (m) 

 

28.5 GHz帯で動作するパッチアンテナ及びスロットアンテナ（図1）についてポ

インチング・ベクトルより算出した電力密度SavとSEIRPを比較している。ただし、

アレイアンテナは、アンテナ間の距離を0.5λとし同相で給電している。図2に数

値シミュレーション結果を示している。ポインチング・ベクトルより算出した電

力密度は、1 cm2、4 cm2、20 cm2の正方形で平均化した値である。これらの計算で

用いたアンテナ利得は、それぞれのグラフに記載している。距離と電力密度は、

それぞれ波長（λ）とSEIRPの最大値で規格化している。電力密度SEIRPは、アンテナ

近傍で実際の空間平均電力密度より大きい結果となった。例えば、距離0.5λにお

いて1 cm2で平均化した電力密度より6～16 dB大きい。これらの結果より、等価等

方輻射電力による評価は、過大側の電力密度を与えることを示唆している。 
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(a) パッチアンテナ    (b) スロットアンテナ 

図1 数値計算モデル（28.5 GHz）（IEC TR63170[1]から引用） 

 

 

 

 
(a)パッチアンテナ 

1 element 2×2 elements

1×4 elements. 2×4 elements

1 element 2×2 elements

1×4 elements. 2×4 elements

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 5 10 15 20

N
or

m
al

iz
ed

 (d
B)

d(λ)

1 element (6.6 dBi)

Seirp

1cm2

4cm2

20cm2

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 5 10 15 20

N
or

m
al

iz
ed

 (d
B)

d(λ)

2x2 elements (11.0 dBi)

Seirp

1cm2

4cm2

20cm2

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 5 10 15 20

N
or

m
al

iz
ed

 (d
B)

d(λ)

1x4 elements (11.2 dBi)

Seirp

1cm2

4cm2

20cm2

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 5 10 15 20

N
or

m
al

iz
ed

 (d
B)

d(λ)

2x4 elements (14.0 dBi)

Seirp

1cm2

4cm2

20cm2



30 

 

 
(b)スロットアンテナ 

図2 電力密度計算結果（IEC TR63170[1]から引用） 

 

3 方法2 等価平面波近似による評価 

等価平面波近似（(2)式）は、被測定機のアンテナと評価面との最小離隔距離以

上（表1）で用いることが推奨されている。一方で、IEC TR63170 [1]では、離隔距

離が必ずしもアンテナ寸法に依存せず表1記載の最小距離よりも小さいという計算

結果を示しているため、表1に記載の離隔距離よりも近い場合に本方法を適用する

場合には、より詳細な検討が必要である。 

 

𝑆𝑆e = |𝐸𝐸|2

377
=  377|𝐻𝐻|2  [W/m2]     (2) 

 

E: 電界の実効値 (V/m) 

H: 磁界の実効値 (A/m) 

  

表 1 被測定機のアンテナと評価面との最小離隔距離 

アンテナの寸法 最小距離 

D < 1/3λ 1.6 λ 
1/3λ ≤ D < 2.5λ 5 D 

D ≥ 2.5λ 2D 2 / λ 
ここで、Dはアンテナの寸法、λは自由空間中の波長である。 
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付録 4 測定数削減 

 

1 概要 

被測定機が MIMO などの複数アンテナからの送信、及び複数の周波数帯や通信方

式などで送信することができる場合、空間平均電力密度を決定するためには多くの

測定が必要となり、多大な測定時間を要する。適合性確認の際に以下に記載の方法

を用いることにより、合理的に測定数を削減することができる。 

 

2 方法 1 測定数削減技術を使用することのできる測定条件の選択（有線測定と

OTA 測定） 

ばく露測定は、被測定機の特性、即ち動作モード、動作周波数帯域、アンテナ

構成などに基づかなければならない。ただし、あるモードが同じ周波数帯で、明

らかに他より低い電力を出力していることを示すことができれば、測定数を削減

することができる。例えば、ある装置が複数送信スロットを持っている場合は、

スロットの最高数を使うモードが測定され、同じ周波数でより少ないスロットを

使うモードは測定を削減できる。測定結果は、被測定機の全ての測定条件を考慮

しなければならず、削減条件を記録すること。 

従来からの有線接続による電力の測定に使用される空中線端子がない場合、OTA

（Over The Air）による測定が用いられる。OTA測定の場合、等価等方輻射電力

（EIRP）又は総合放射電力（TRP）を測定することになるが、放射指向性が方向に

よって大きく変化する場合、EIRPは放射電力の最大値を探索するための全方位方

向での測定が必要になる。そのため、全方位での総合放射電力 TRPを測定するこ

とが推奨される。 

① 等価等方輻射電力（EIRP） 

  送信電力とアンテナ利得の合成 

図 1 送信装置の OTA測定法例（ビームピークでの規定（EIRP）） 



33 

 

② 総合放射電力（TRP） 

  空間に放射される電力の合計値 

 

 

図 2 送信装置の OTA 測定法例（全方位での規定（TRP）） 

 

測定数の削減を行った場合、使用する電力レベル、動作モード、動作周波数帯

域、アンテナ構成など、測定数を削減できる根拠を明確に記録すること。また、

待機モードにおける測定も送信動作中よりも低い電力が出力されていることが明

らかな場合は削減することができる。 

 

3 方法 2 被測定機のアンテナ配置、指向性に基づく試験の削減 

被測定機内に配置された各アンテナの位置や指向性によっては、反対面への放

射が極端に少ないことが想定される。アンテナ配置、指向性に関する特定の条件

を満足することで、放射が少ないことが示されれば、その測定面での空間平均電

力密度測定数を削減することができる。 

例えば、図 3のように 6 GHz以上で動作するアンテナが、被測定機内部の上面

に配置される場合、底面方向への放射は少ないことが示されれば、底面の測定を

削減することができる。 

 

 

 

  

  

 

図 3 被測定器内部のアンテナ配置例 

底面 

6 GHz 以上 
アンテナ 

6 GHz 以下 
アンテナ 

【例】 
上面 
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測定数の削減を行った場合、使用する電力、動作モード、動作周波数帯域、ア

ンテナ構成など、測定数の削減ができる根拠を明確に記録すること。 

 

4 方法 3 複数アンテナ同時送信時の測定数削減 

複数のアンテナで構成され、各アンテナ間の振幅及び位相の重み付けが変えら

れるようなビームフォーミング等では、以下の方法により、すべての同時送信条

件の電力密度を測定する必要がなく、試験数の削減ができる。 

異なる位相及び振幅の重み付けに対応するすべての可能な線形的組み合わせ(コ

ードブック)に対応する各アンテナからの電界・磁界のベクトル和 E及び Hを式

(1)及び式(2)より算出し、本文 6.2節に定義される空間平均電力密度を求め、全

コードブックの中で空間平均電力密度の最大値を与える条件で測定すればよい。 

このためには、アンテナ間の振幅及び位相の重み付けを固定する機能が必要で

ある。 

𝐸𝐸(𝐷𝐷,𝑓𝑓) = ∑ 𝐸𝐸𝑙𝑙(𝐷𝐷,𝑓𝑓)𝐸𝐸
𝑙𝑙=1                                (1) 

𝐻𝐻(𝐷𝐷, 𝑓𝑓) = ∑ 𝐻𝐻𝑙𝑙(𝐷𝐷, 𝑓𝑓)𝐸𝐸
𝑙𝑙=1                                (2) 

 ここで、Ei及び Hiは、それぞれ各アンテナ i=(1,2,...,I) の電界及び磁界のフ

ェイザー表示である。 

 

5 方法 4 複数帯域同時送信時の測定数削減 

複数帯域同時送信（複数の通信方式での同時送信）において、特定の条件を満

足すれば必ずしもすべての同時送信機の空間平均電力密度を測定しなくても良

い。 

5.1 電力の総和による確認 

同時に送信する帯域の時間平均電力の総和が、適用除外となる電力（本文 7章

参照）より小さい場合、指針値を満足している。 

 

5.2 総合照射比（TER）測定値を考慮した確認 

主たる送信機と 2次的な送信機を同時に使用した場合に、TERが１を超える可能

性がある。この場合、2次的な送信機の空間平均電力密度測定が必要となる電力閾

値（Pavailable）は、主要な送信機の照射比𝐸𝐸𝑅𝑅1の最大値から以下の式を用いて計算

する。 
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𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑡𝑡ℎ,𝑚𝑚 × (1 − 𝐸𝐸𝑅𝑅1) 

 

主たる送信機が f ≥ 6 GHz の場合：𝐸𝐸𝑅𝑅1 = 𝑆𝑆1
𝑆𝑆1,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

 

主たる送信機が f ≤ 6 GHz の場合：𝐸𝐸𝑅𝑅1 = 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐸𝐸1
𝑆𝑆𝐴𝐴𝐸𝐸1,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

 

2次的な送信機が f ≥ 6 GHz の場合：𝑃𝑃𝑡𝑡ℎ,𝑚𝑚は本文 7.1に記載の除外レベル 

2次的な送信機が f ≤ 6 GHz の場合： 

𝑃𝑃𝑡𝑡ℎ,𝑚𝑚は「人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定

方法」[1]に記載の局所 SAR測定除外レベル 

2次的な送信機の時間平均電力が、𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑐𝑐 より大きい場合、2次的な送信

機の電力密度測定が必要となる。 

N個の送信機が同時に動作する場合に、N-1個の送信機の𝐸𝐸𝑅𝑅𝑙𝑙が既知であれ

ば、N番目の送信機に対する電力閾値は下記で計算する。 

 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑡𝑡ℎ,𝑚𝑚 × �1 −�𝐸𝐸𝑅𝑅𝑙𝑙

𝑁𝑁−1

𝑙𝑙=1

� 

i番目の送信機が f ≥ 6 GHz の場合：𝐸𝐸𝑅𝑅𝑙𝑙 = 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐸𝐸𝑙𝑙
𝑆𝑆𝐴𝐴𝐸𝐸𝑙𝑙,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

 

i番目の送信機が f ≤ 6 GHz ：𝐸𝐸𝑅𝑅𝑙𝑙 = 𝑆𝑆𝑙𝑙
𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

 

N番目の送信機が f ≥ 6 GHz の場合：𝑃𝑃𝑡𝑡ℎ,𝑚𝑚は 7.1に記載の除外レベル 

N番目の送信機が f ≤ 6 GHz   の場合 : 

𝑃𝑃𝑡𝑡ℎ,𝑚𝑚は「人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定

方法」[1]に記載の局所 SAR測定除外レベル 
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付録 5 複数帯域同時送信時の評価法 
 

1 概要 

6 GHz以下の周波数と 6 GHz以上の周波数の電波を同時に送信する端末等におい

ては、6 GHz以下は SAR、6 GHz以上は電力密度の各測定値と、各々に対応する指

針値の比を足し合わせた結果で適合性を判断する。また、6 GHz以上の異なる周波

数の電波を複数同時に送信する場合も想定される。ここでは複数帯域同時送信時

のばく露量の評価手順について示す。 

 

2 複数帯域同時送信時のばく露評価の考え方 

異なる周波数の同時ばく露による各点のばく露量は、それぞれの周波数のばく

露量の各点での和で表されるので、空間の任意の場所 r において各帯域での照射

比の合計で総合照射比（TER）を求める。TERは、すべての SAR測定値と電力密度

測定値を組み合わせて計算される。 

一般的な表現は以下の通り。 

 

𝑇𝑇𝐸𝐸𝑅𝑅 = ∑ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐸𝐸𝑛𝑛,avg

𝑆𝑆𝐴𝐴𝐸𝐸𝑛𝑛,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
+ ∑ 𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
 𝑀𝑀

𝑚𝑚=1
𝑁𝑁
𝑛𝑛=1     (1) 

 

ここでは𝑆𝑆𝐴𝐴𝑅𝑅𝑛𝑛,avgは局所 SAR値、𝑆𝑆𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎は空間平均電力密度値、𝑆𝑆𝐴𝐴𝑅𝑅𝑛𝑛,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑡𝑡と

𝑆𝑆𝑚𝑚,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑡𝑡は該当する電波防護指針で規定されている SARと入射電力密度の指針値と

する。また n, mは周波数帯域を示すインデックスである。TERは、1以内でなけ

ればならない。 

電力密度を足し合わせる手順は、信号が時間的に相関を有するか無相関である

か、また、SARで規定される 6 GHz以下の周波数帯域で同時送信するか否かによっ

て異なる。 

局所 SARと空間平均電力密度の照射比を空間的に足し合わせる際に、相対位置

が重要となる。空間平均電力密度を評価する評価面と局所 SARの平均を求める立

方体の面を一致させること。図 1に例を示す。 

 

 

 

 

図 1 電力密度と局所 SAR の合成方法の例 

 

空間平均電力密度 
の平均化面積 
（例:4 cm2） 

局所 SAR の平均化体積 
(10 g SAR) 
2.15 cm x 2.15 cm x 2.15 cm 
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3 評価手順 

以下のいずれかの手順により評価を行い、適合性を確認する。 

3.1 手順 1(局所最大 SAR と最大空間平均電力密度の照射比の足し合わせによる評

価) 

本手順は、空間的位置を考慮せず算出した複数帯域の最大空間平均電力密度の照射

比の合計と局所最大 SARの合成値の照射比から TERの上限値を決定する最も簡単でか

つ最も厳しい評価手順である。 

 

𝑇𝑇𝐸𝐸𝑅𝑅 = 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑆𝑆𝐴𝐴𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

+ ∑ 𝑝𝑝𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑀𝑀
𝑚𝑚=1 ≤ 1      (2) 

 

ここで、𝑆𝑆𝐴𝐴𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐は「人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収

率の測定方法」[1]で定められる局所最大 SAR の合成値、𝑆𝑆𝐴𝐴𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑡𝑡は該当する電波防護

指針で規定されている SARの指針値とする。また𝑝𝑝𝑆𝑆𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎は、最大空間平均電力密度で

ある。 

 

3.2 手順 2（電力密度の空間的な照射比の分布を考慮した評価） 

本手順は、比較的簡単な手順である。多くの場合、局所最大 SARと最大空間平均

電力密度は異なる空間的位置に存在するため、本手順の結果として得られる TERは

過大評価となる。 

 

𝑇𝑇𝐸𝐸𝑅𝑅 = 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑆𝑆𝐴𝐴𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

+ max
𝒓𝒓

�∑ 𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝒓𝒓)
𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑀𝑀
𝑚𝑚=1 � ≤ 1    (3) 

 

手順１との相違点は、空間平均電力密度の空間的位置 r を考慮して、複数帯域の

最大空間平均電力の照射比を算出しているところである。 

 

3.3 手順 3（SAR と電力密度の空間的な照射比の分布を考慮した評価） 

本手順は最も正確である。しかし、評価面上の共通の場所における局所 SARと空

間平均電力密度の評価が必要となる。 

位置 r で測定した局所 SAR と空間平均電力密度の各照射比を合計する。その後で、

TERが最大となる位置での TERを用いる。 

  

𝑇𝑇𝐸𝐸𝑅𝑅 = max
𝒓𝒓

�
∑ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐸𝐸𝑛𝑛,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝒓𝒓)𝑁𝑁
𝑛𝑛=1

𝑆𝑆𝐴𝐴𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
+ ∑ 𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝒓𝒓)

𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑀𝑀
𝑚𝑚=1 � ≤１    (4) 
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付録 6 不確かさの評価 

 

1 一般事項 

1.1 不確かさの評価 

無線機器の入射電力密度測定における不確かさの評価は、ISO/IECガイド 98-3：測

定における不確かさの表現のガイド(GUM:1995)[1]の原則に基づいて行うものとする。

特に規定されない限り、電力密度測定の不確かさは、適用する局所吸収指針で規定さ

れる平均化面積について評価する。 

本付録では、不確かさの各要素の一般的な説明、ガイドライン、近似公式等を提供

する。それにもかかわらず、複雑な測定に対する不確かさの評価は依然として困難な

作業であり、高度な専門知識を必要とする。 

また、不確かさの報告に当たっては、報告された結果の計算を独立して繰り返すこ

とができるように使用した全ての情報を提供することが望ましい。 

 

1.2 タイプ Aとタイプ Bによる評価 

標準的な不確かさの評価には、タイプ A とタイプ B の両方が使用される。タイプ A

の評価は一連の観測値の統計的解析による不確かさの評価方法であり、タイプ Bの評

価はタイプ A以外の手段による不確かさの評価方法である。 

タイプ Aの標準不確さは、同じ測定条件のもとで得られた互いに独立な観測値に対

して統計的解析を行い、平均の実験標準偏差を算出することで得られる。 

タイプ Bの標準不確さは、入手できる情報（規格で要求された制限値、製造者の仕

様等）に対する科学的判断により、確率分布を仮定して標準偏差を推定することで得

られる。推定の例は、次のとおりである。 

 

一様分布（矩形分布）： 𝑢𝑢𝑙𝑙 = 𝑎𝑎
√3

 

三角分布：    𝑢𝑢𝑙𝑙 = 𝑎𝑎
√6

 

正規分布：    𝑢𝑢𝑙𝑙 = 𝑎𝑎
ｋ
  

Ｕ字分布：    𝑢𝑢𝑙𝑙 = 𝑎𝑎
√2

 

 

ここで、ui は標準不確かさ、a は影響量の限界により決まる区間の半分、k は包含係

数である。 

 

1.3 自由度と包含係数 

一般的によく使用される 2 の包含係数は、自由度が 30 未満の場合、95 %の信頼の水準

を得るのに適当な定数ではない。しかし、入手できる情報の範囲と信頼性には制限がある

ため、確率分布を合成するための広範囲にわたる計算は正当化されない。そこで、確率分

布は t 分布（スチューデントの分布）であると仮定し、その包含係数を Welch-

Satterthwaite の式により求められる有効自由度に基づく t 値を使用して次式のとおり決定

する。 
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𝑘𝑘𝑝𝑝 = 𝑑𝑑𝑝𝑝�𝜈𝜈𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒� 
 

ここで、kp は確率(信頼の水準)p の包含係数、tp(νeff )は t 分布、νeff は Welch-

Satterthwaiteの次式により求められる有効自由度である。 

 

 

2 不確かさに寄与する要素（一例） 

2.1 測定システムに起因する要素 

2.1.1 電力密度計測装置の較正 

この不確かさは、電磁界プローブ及びその読み出し機器の較正手法に依存する。詳

細な較正手法は、付録 7に示されている。測定システムの構成によって、電磁界プロ

ーブは、その読み出し機器と一緒に較正される場合と別々に較正される場合がある。

後者の場合、接続部分に生じる付加的な要素（インピーダンス不整合等）についても

考慮する必要がある。 

通常、較正の不確かさは、較正機関によって評価される。 

 

2.1.2 電磁界プローブの補正 

この不確かさは、空間のある点で電磁界を測定する場合において、電磁界プローブ

の受信特性の補正に起因するものである。電磁界プローブの寸法に対して電磁界が大

きく変動するような波源近傍で特に重要である。 

IEEE 1720[2]には、特定の近傍界において実装された電磁界プローブの補正につい

ての情報がある。 

 

2.1.3 電磁界プローブの等方性 

この不確かさは、任意の電磁界の偏波に対する電磁界プローブの応答の変動に起因

するものである。一般的に小型の携帯電話端末等によって放射される電磁界は、任意

の偏波を持っている。 

 

2.1.4 電磁界プローブによる散乱 

この不確かさは、電磁界プローブによる電磁界の散乱に起因するものである。電磁

界プローブによって散乱された電磁界の一部は被測定機に戻り、再び放射される。こ

の影響は、周波数、電磁界プローブの構造及び被測定機と電磁界プローブ間の距離に

依存する。電磁界プローブの固有な特性であるため、電磁界プローブの較正時に較正

機関によって決定される。 

多重反射を補償するためのアルゴリズムを適用する場合、評価を行うものと同一の

ハードウェア及びソフトウェアを使用して不確かさを決定する。 

 

∑
=

=
m

i i
ii

v
uc

uv

1

44
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eff



42 

 

2.1.5 測定システムの直線性 

この不確かさは、潜在的に非線形性を持つ測定システムの全ての構成機器について

評価する必要がある。例えば、電磁界プローブの読み出し機器に非線形性が含まれる

場合、読み出し機器の直線性を不確かさの評価に含めなければならない。 

測定システムで可能な測定範囲にわたって電力密度を測定し、原点を通る最も適合

する直線からの最大偏差を評価することで不確かさを決定する。 

 

2.1.6 電磁界プローブの位置決め 

この不確かさは、機械的な制約による電磁界プローブの位置決め精度と再現性に起

因するものである。 

 

2.1.7 センサの位置 

この不確かさは、電磁界プローブの製造におけるセンサの位置の機械的な公差に起

因するものである。被測定機からセンサまでの実際の距離は、測定の際に想定した距

離とは異なり、一定の公差範囲内でばらついている。 

 

2.1.8 振幅及び位相のドリフト 

この不確かさは、測定システムの短期間（例 数分、数時間）のドリフト及び長期

間（例 数日、数か月）のドリフトに起因するものである。これは、被測定機の出力

のドリフトには関係がない。短期間のドリフトは、機器の加熱、電磁干渉、周囲条件

の変化等の影響によって引き起こされる。一方、長期間のドリフトは、部品のドリフ

ト、増幅器の安定性、電磁界プローブ及び関連機器の材質の誘電パラメータの長期変

動によって引き起こされる。 

短期間及び長期間のドリフトの不確かさは、別々の時刻に測定した電力密度測定の

測定結果の傾向から評価を行い、それらは統計的に独立していると仮定して合成する。 

 

2.1.9 振幅及び位相の雑音 

この不確かさは、測定システムを構成する機器の雑音に起因するものである。この

雑音は、測定中の短期間に変化するランダムな変動である。 

振幅及び位相の短期間のドリフトによる不確かさを評価するために取得したデー

タから評価する。該当する周波数において、測定システムの全ての状態に対して測定

したデータを使用する。例えば、測定システムが複数の利得を持つ増幅器を内蔵する

場合、利用可能な全ての利得の状態で測定を行い、取得したデータから不確かさを決

定する。 

 

2.1.10 データの空間分解能 

この不確かさは、規定した空間分解能に基づいて測定システムの製造者によって決

定される。 

 

2.1.11 測定範囲の打ち切り 

この不確かさは、電力密度測定の確度を維持するために、必要な電磁界分布を取得

する測定手法に基づいて決定される。この基準は、通常、測定システムの製造者によ

って決定される。 

 



43 

 

2.1.12 再構築アルゴリズム 

この不確かさは、測定面の電磁界分布から評価面での電力密度分布を再構築すると

きに使用する数値計算のエラーに起因するものである。いくつかの測定システムは、

非常に複雑な再構築アルゴリズム（例 振幅のみのデータから位相を再構築するアル

ゴリズム）を使用しているために特に重要である。 

通常、測定システムの製造者によって実装したアルゴリズムに基づいて決定される。 

 

2.2 被測定機と測定環境に起因する要素 

2.2.1 被測定機と電磁界プローブの結合 

この不確かさは、電磁界プローブによる多重反射又は負荷変動による被測定機の出

力電力の変動に起因するものである。電磁界プローブがある場合とない場合において、

透過係数の差を求めることで評価できる。透過係数は、次式により計算する。 

 

T ＝ 1 － S112 
 

ここで、T は被測定機の透過係数、S11はアンテナの反射係数の絶対値である。 

 

2.2.2 変調応答 

この不確かさは、非線形性を持つ特定のタイプ（例 ダイオード検波方式）の測定

システムのみに関連する可能性がある。総合評価試験と同等の構成で任意の波源を使

用する。信号発生器は、通信システム規格の仕様に準拠し、不確かさを評価する変調

を模擬するように設定する。同一の出力電力において、変調信号の場合と無変調信号

の場合で電力密度の差を評価することで決定する。使用する電力計は実効値検波方式

であり、増幅器は信号のダイナミックレンジ全体に対して十分に直線性が保たれてい

ることをあらかじめ検証する必要がある。 

 

2.2.3 積分時間 

この不確かさは、測定信号が連続波でない場合に生じる。測定システムの検出機器

の積分時間と離散サンプリング間隔が測定信号のパルス特性と同期していない場合、

各測定点において RFエネルギーは正確に検出できない。 

電力密度測定を行う前に被測定機の信号特性に基づいて評価する必要がある。選択

した積分時間の場合と非常に長い積分時間の場合で電力密度の差を評価する。 

 

2.2.4 被測定機の位置決め 

この不確かさは、被測定機を固定して位置決めするために使用する保持器等の機械

的公差に起因するものである。 

被測定機の位置決めを異なる機械的公差に対して行い、電力密度測定を繰り返すこ

とによって評価する。 

 

2.2.5 RF 環境条件 

この不確かさは、測定場所の雑音や反射に起因するものである。被測定機の RF 電

源は停止した状態で、被測定機を測定する時と同じ構成の測定システムを使用して電

力密度測定を行うことによって評価する。 
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2.2.6 測定システムの耐性/二次受信 

この不確かさは、測定中に測定システムのセンサ以外の部分が電磁界を検出するこ

とに起因するものである。 

例えば、総合評価試験の標準波源を規定の試験位置に設置し、測定に使用する電磁

界プローブの電磁界の検出機能を遮断して測定を行うことによって評価することが

できる。 

この電力密度測定は、総合評価試験において規定された周波数で行うこととする。 

 

2.2.7 被測定機のドリフト 

被測定機のドリフトは、測定プロセスにおいて、開始時と終了時の基準の測定値を

比較することによって評価することができる。（本文 6.2.2節参照） 

 

3 拡張不確かさの推定 

表 1に示すように不確かさに寄与する各要素は、その説明、確率分布、感度係数及

び不確かさとともに記録する。不確かさの要素が統計的に独立な場合、入射電力密度

測定における合成標準不確かさは、次式により推定できる。 

 

ここで、uc は合成標準不確かさ、ci は感度係数、ui は標準不確かさである。 

 

また、拡張不確かさは、95 %の信頼の水準を示す包含係数を合成標準不確かさに乗

じることによって求めることができる。 

 

𝑈𝑈 = 𝑘𝑘𝑢𝑢𝑐𝑐 
 

ここで、U は拡張不確かさ、k は包含係数である。 

2 2

1

m

c i i
i

u c u
=

= ∑
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表 1 電力密度測定の不確かさの評価表（一例） 

不確かさの要素 説明 

公差又は 

不確かさ 

[％] 

確率 

分布 
除数 

感度 

係数 

標準不確かさ

[％] 

自由度又は 

有効自由度 

測定システムに起因する要素 

電力密度計測装置の較正 2.1.1       

電磁界プローブの補正 2.1.2       

電磁界プローブの等方性 2.1.3       

電磁界プローブによる散乱 2.1.4       

測定システムの直線性 2.1.5       

電磁界プローブの位置決め 2.1.6       

センサの位置 2.1.7       

振幅及び位相のドリフト 2.1.8       

振幅及び位相の雑音 2.1.9       

データの空間分解能 2.1.10       

測定範囲の打ち切り 2.1.11       

再構築アルゴリズム 2.1.12       

被測定機と測定環境に起因する要素 

被測定機と電磁界プローブ

の結合 
2.2.1       

変調応答 2.2.2       

積分時間 2.2.3       

被測定機の位置決め 2.2.4       

RF環境条件 2.2.5       

測定システムの耐性/ 

二次受信 
2.2.6       

被測定機のドリフト 2.2.7       

合成標準不確かさ        

拡張不確かさ 

（95％の信頼の水準）        
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付録 7 電力密度計測装置の較正 

 

1 概要 

電力密度計測装置は電磁界プローブ、増幅器、測定用付属品等で構成されており、

各構成品はそれぞれ適切な方法で較正をしておく必要がある。特に、電磁界プローブ

は高精度な較正が必要である。[1][2] 

 

以下に、電磁界プローブの較正方法の例を示す。較正方法は最新の研究成果に基づ

き常に改良していくことが望ましい。 

 

2 電磁界プローブ 

現在利用可能なプローブの例として、ダイポールアンテナによって構成される電

界プローブと開口終端導波管を用いた導波管プローブが挙げられる。等方性電界プ

ローブは直交した指向特性を有する複数の微小センサから構成されており、そのセ

ンサギャップ間には検波用ダイオードがとりつけられている。一方で、大多数の導

波管プローブは導波菅内を伝送する伝送モードに従った電磁界を計測するプローブ

である。 

 

3 電磁界プローブの感度評価 

感度ファクタは基準アンテナからの標準電界を利用した手順や電磁界プローブの

利得を利用した手順の適用により決定可能である。基準アンテナとは、評価する空間

内で動作するように設計され、電磁界を確定できるアンテナである。 

例えば、電界計測用微小プローブによる合成電界は次式によって評価される。 

|𝐸𝐸|2 = �|𝐸𝐸𝑙𝑙|2
𝐸𝐸

𝑙𝑙=1

= �
𝑑𝑑𝑙𝑙
𝐾𝐾𝑙𝑙

𝐸𝐸

𝑙𝑙=1

 

ここで、Kiは i番目のセンサの絶対感度である。 

 

3.1 標準電界法による電磁界プローブの較正手順 

プローブ較正に利用する基準アンテナのメインローブでの利得を評価するため、最

低限 2個のアンテナを必要とする。基準アンテナとしてホーンアンテナ等が利用され

る。サイドローブは周辺環境で多重反射を引きおこし、較正に干渉する可能性がある

ため、多重反射がプローブ先端に達するまでに十分に減衰していることをあらかじめ

確認する。 

 

以下に、標準電界法に基づいて、電界計測用微小プローブの感度を評価する手順を

示す。その他の電磁界プローブについても、同様の手順で評価が可能である。 

 

第 1手順 

1) 2 つの同一の基準アンテナを図 1 のように配置する。メインローブの軸を一致
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させ、基準アンテナ間の距離 Rは、𝑅𝑅 ≥ 2𝑃𝑃2/λを満たすように設定する。ここ

で、Dは基準アンテナの最大寸法、λは空気中での波長とする。また、アンテナ

は周辺環境からの散乱により、利得評価に干渉する可能性があるため、周辺環

境からの散乱が各基準アンテナに達するまでに十分に減衰していることを確認

する。 

2) 各アンテナの入力ポートでの反射係数 ρ1, ρ2を測定する。 

3) 距離 Rを変化させ伝送係数|S21(R)|を測定し、次式にて R = Ri (i = 1, 2, … 

N )での利得関数𝑓𝑓(𝑅𝑅)を計算する。なお、評価点数 Nは 2点以上とする。 

 

𝑓𝑓(𝑅𝑅) = |𝑆𝑆21(𝑅𝑅)| × �
4𝜋𝜋𝑅𝑅
𝜆𝜆
� × [(1 − |𝜌𝜌1|2)(1− |𝜌𝜌2|2)]−

1
2     (1) 

 

4) 利得関数𝑓𝑓(𝑅𝑅)よりアンテナの利得 G 及びアンテナ基準面から位相中心までの距

離 dを決定する（図 1参照）。 

 

𝑓𝑓(𝑅𝑅) = 𝐺𝐺 × �
𝑅𝑅

𝑅𝑅 + 2𝑑𝑑
�                     (2) 

 

具体的には、3)で計算された、N 点の異なる距離における𝑓𝑓(𝑅𝑅)を用いて最小二

乗法等によりを G及び dを決定する。 

また、ホーンアンテナ等の標準的なアンテナについては、位相中心はその幾何

構造より決定することも可能である。[3] 

5) 上記、1)〜4)について較正を必要とする周波数毎に繰り返す。必要とする周波

数に応じて、基準アンテナを適切なものに交換する。 

 

 
図 1 標準電界法の例 

 

 第２手順 

1) 受信用の基準アンテナを取り除く。 

2) 信号発生器を基準アンテナの入力ポートに接続する。アンテナからの距離 r で

の理論電界強度𝐸𝐸𝑡𝑡ℎ(r)は(3)式より導出可能である。 

 

𝐸𝐸𝑡𝑡ℎ(r) = �
𝑃𝑃in(1− |𝜌𝜌|2)𝑓𝑓(r)

4𝜋𝜋r2  120𝜋𝜋�
1/2

                (3) 
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ここで、 

rはアンテナからの距離で，𝐷𝐷 ≥ 2𝑃𝑃2/λを満足する． 

Dは基準アンテナの最大寸法 

λは自由空間での波長 

𝑓𝑓(𝐷𝐷)は利得関数であり、𝐷𝐷 → ∞で𝑓𝑓(𝐷𝐷) = 𝐺𝐺となる。ただし、Gはアンテナ利得 
Pinは入力電力 

ρは送信用基準アンテナの反射係数 

 

方向性結合器を接続し、入力電力を制御することが望ましい。 

アンテナからの距離 rにプローブの検波器中心を設置する（図 2参照）。 

3) 基準アンテナの偏波に合うように、プローブの向きを合わせる。 

4) プローブポートでの検波信号 V1,measを測定する。 

5) このアンテナ偏波に関する感度係数は𝐾𝐾1 = 𝑑𝑑1,meas/𝐸𝐸th2 (𝐷𝐷)となる。 

6) センサが２つの微小プローブを利用する場合には、他の偏波に対して、手順 4) 

から 6)を繰り返し、𝐾𝐾2 = 𝑑𝑑2,meas/𝐸𝐸th2 (𝐷𝐷)を評価する。 

 

 
図 2 標準電界法による実験セットアップ例 
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付録 8 総合評価試験用標準アンテナ 
 

1 概要 

総合評価試験に使用する標準アンテナとして、ダイポールアレイアンテナ及びス

ロットアレイアンテナを利用する。これらの標準アンテナは付録 2の要求条件を満

たし、そして付録 2に定める周波数に対してそれぞれ規定され、較正することが可

能である。 

以下に記す目標値を満たすため、標準アンテナに給電する信号源は-20 dBc以下

の高調波 及び -40 dBc以下のスプリアス発射を持つことが望ましい。 

 

2 ダイポールアレイアンテナ 

この標準アンテナは格子状に配列されたキャビティ付きダイポールアレイによ

り構成され、基板の反対側の面上に位置する非共振矩形スロットで励振される

（図1参照）。この総合評価試験用アンテナの給電部での反射係数は-15 dB未満と

なるように最適化されている。各周波数における寸法を表1に示す。 

 

図 1 ダイポールアレイの主要寸法： (a) 外観、(b)上面図及び(c)長さ lp のプロー

ブ給電を示す側面図（IEC TR63170[1]から引用） 

 

 

(a) 

(b)  (c) 
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表 1 各代表的な周波数におけるダイポールアレイの主要寸法[1] 

周波数 

[GHz] 

x に沿ったダ

イポールとス

ロットの数 

y に沿ったダ

イポールとス

ロットの数 

ダイポール幅 

dx 

[mm] 

ダイポール長 

dy 

[mm] 

スロット長 

sx 

[mm] 

スロット幅 

sy 

[mm] 

10 3 3 2.40 ± 0.05 5.10 ± 0.05 5.70 ± 0.05 1.20 ± 0.05 

30 3 3 0.8 ± 0.05 1.86 ± 0.05 1.90 ± 0.05 0.40 ± 0.05 

60 3 3 0.40 ± 0.02 0.986 ± 0.02 0.95 ± 0.02 0.20 ± 0.02 

90 3 3 0.267 ± 0.01 0.640 ± 0.01 0.633 ± 0.01 0.133 ± 0.01 

 
周波数 

[GHz] 

各ダイポール/スロッ

ト中心の空胴中心に対

する相対位置 x寸法 

[mm] 

各ダイポール/スロット中

心の空胴中心に対する相

対位置 y寸法 

[mm] 

ビア間

の距離 

dv 

[mm] 

空胴内の給電

プローブ長さ 

lp 

[mm] 

空胴長さ 

Cx 

[mm] 

空胴幅 

Cy 

[mm] 

空胴高

さ 

Cz 

[mm] 

10 -21.18/0/+21.18 

-21.18/0/+21.18 

-21.18/0/+21.18 

(± 0.05) 

+24.18/+18.18/+24.18 

-3/+3/-3 

-18.18/-24.18/-18.18 

(± 0.05) 

1 ± 

0.05 

4.0 ± 0.05 63.54 ± 

0.05 

63.54 ± 

0.05 

10 ± 

0.05 

30 -7.06/0/+7.06 

-7.06/0/+7.06 

-7.06/0/+7.06 

(± 0.05) 

+8.06/+6.06/+8.06 

-1/+1/-1 

-6.08/-8.06/-6.06 

(± 0.05) 

1 ± 

0.05 

1.3 ± 0.05 21.18 ± 

0.05 

21.18 ± 

0.05 

5 ± 

0.05 

60 -3.53/0/+3.53 

-3.53/0/+3.53 

-3.53/0/+3.53 

(± 0.02) 

+4.03/+3.03/+4.04 

-0.5/+0.5/-0.5 

-3.03/-4.03/-3.03 

(± 0.02) 

0.5 ± 

0.05 

N/A 10.66 ± 

0.025 

10.66 ± 

0.025 

3.0 ± 

0.05 

90 -2.35/0/+2.35 

-2.35/0/+2.35 

-2.35/0/+2.35 

(± 0.01) 

+2.69/+2.02/+2.69 

-0.33/+0.33/-0.33 

-2.02/-2.69/-2.02 

(± 0.01) 

0.5 ± 

0.05 

N/A 7.10 ± 

0.02 

7.10 ± 

0.02 

2.0 ± 

0.05 

      
周波数 

[GHz] 

基板の厚さ 

h 

[mm] 

基板の比誘

電率 

ε r 

基板の電気的誘

電正接 

tan(δ) 

金属ブロック

長さ 

Lx 

[mm] 

金属ブロック

幅 

Ly 

[mm] 

金属ブロック

高さ 

Lz 

[mm] 

10 0.813 ± 0.05 3.63 0.0027 75 ± 0.05 75 ± 0.05 12 ± 0.05 

30 0.525 ± 0.05 3.63 0.0027 

@10GHz 

30 ± 0.05 30 ± 0.05 8 ± 0.05 

60 0.305 ± 

0.025 

3.63 0.0027 

@10GHz 

20 ± 0.05 20 ± 0.05 6.5 ± 0.5 

90 0.203 ± 0.02 3.60 0.0027 

@10GHz 

15 ± 0.05 15 ± 0.05 5.5 ± 0.5 
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表2に表1に定めたこの標準アンテナから生じる電界、磁界及び電力密度の目標

値を与える。すべての目標値は誘電体基板の上部表面に平行な、距離d = 2 mm、5 

mm、10 mm 及び20 mm における平面内の最大値である。 Emax = max(|Etotal|) 及び 

Hmax = max(|Htotal|) は最大の電界及び磁界の振幅である。Smax は本文3節で定義す

る「評価面に対して垂直な空間平均電力密度」の最大値である。Sav は1 cm2 及び 

4 cm2 の円形表面での最大空間平均電力密度である。入力電力は0 dBm である。 

 

表 2 ダイポールアレイの目標値 (us (k=1) = 0.5 dB)
[1] 

f 

[GHz] 

d 

[mm] 

Max. 

電界 

Emax 

[V/m] 

Max.  

磁界 

Hmax 

[A/m] 

Max. 

電力密度 

Smax 

[W/m2] 

Sav 

1 cm2 

[W/m2] 

Sav 

4 cm2 

[W/m2] 

10 2 48.50 0.20 3.19 1.05 0.57 

5 24.19 0.06 1.18 0.85 0.48 
10 14.86 0.04 0.63 0.51 0.34 
20 14.07 0.03 0.47 0.43 0.33 

30 2 42.12 0.13 4.32 1.28 0.98 
5 33.50 0.09 2.77 1.17 0.81 
10 31.76 0.08 2.64 1.43 0.64 
20 25.23 0.07 1.73 1.22 0.54 

60 2 79.30 0.24 17.25 6.94 3.97 
5 90.27 0.24 21.44 5.00 3.17 
10 68.17 0.18 12.45 4.24 2.57 
20 41.15 0.11 4.57 2.99 1.96 

90 2 123.99 0.33 40.75 6.77 5.49 
5 109.62 0.29 32.27 5.09 4.25 
10 75.26 0.20 15.30 4.01 3.29 
20 41.62 0.11 4.69 2.88 2.37 

※本表の値は、数値解析技術の改良により将来的に変更される可能性がある｡ 
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3 スロットアレイアンテナ 
この標準アンテナは、ピラミッド型ホーンアンテナの開口に矩形スロットアレイ

アンテナを搭載する（図 2）。この標準アンテナのアンテナ入力ポートにおける反

射係数は、設計周波数において-20 dB 以下となる様に最適化されている。各周波

数における寸法を表 3に示す。 

 

  
図 2 スロットアレーアンテナの主要寸法 

（(a) ピラミッド型ホーンアンテナ開口の矩形スロットアレーの上面図、(b) ピラ

ミッド型ホーンアンテナの上面図、(c) ホーンアンテナの側面図） 

（IEC TR63170[1]から引用） 

  

(a) (b) 

(c) 
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表 3 主要な周波数におけるスロットアレイアンテナの寸法[1] 

周波数 

[GHz] 

孔板の長

さ 

Sx 

[mm] 

孔板の幅 

Sy 

[mm] 

孔板の厚

さ 

Sz 

[mm] 

xに沿う

スロット

数 

yに沿う

スロット

数 

スロット

長 

Ls 

[mm] 

スロット

幅 

Ws 

[mm] 

xに沿う

スロット

の間隔 

dx 

[mm] 

yに沿う

スロット

の間隔 

dy 

[mm] 

10 57.0 ± 

0.01 

47.0 ± 

0.01 

0.150 ± 

0.01 

3 5 17.5 ± 

0.01 

2.4 ± 

0.01 

22.0 ± 

0.015 

10.0 ± 

0.015 

30 42.50 ± 

0.01 

33.80 ± 

0.01 

0.150 ± 

0.01 

6 7 5.40 ± 

0.01 

0.80 ± 

0.01 

6.70 ± 

0.015 

4.47 ± 

0.015 

60 23.40 ± 

0.01 

18.80 ± 

0.01 

0.150 ± 

0.01 

5 8 2.75 ± 

0.01 

0.42 ± 

0.01 

4.00 ± 

0.015 

2.08 ± 

0.015 

90 16.70 ± 

0.01 

13.40 ± 

0.01 

0.150 ± 

0.01 

6 8 1.80 ± 

0.01 

0.30 ± 

0.01 

2.30 ± 

0.015 

1.40 ± 

0.015 

 
周波数 

[GHz] 

xに沿うホ

ーン開口 

(内側) 

Hxi 

[mm] 

yに沿うホ

ーン開口 

(内側) 

Hyi 

[mm] 

zに沿うホ

ーンサイズ 

Hz 

[mm] 

ホーン 

厚さ 

Ht 

[mm] 

導波管 

長さ 

WGx 

[mm] 

導波管 

幅 

WGy 

[mm] 

導波管 

部分 

WGz 

[mm] 

10 67.6 ± 

0.2 

49.5 ± 

0.2 

108 ± 0.2 1.53 ± 

0.1 

22.86 ± 

0.1 

10.16 ± 

0.05 

30 ± 

0.05 

30 40.0 ± 

0.1 

31.3 ± 

0.1 

47.6 ± 

0.1 

1.25 ± 

0.1 

7.112 ± 

0.1 

3.556 ± 

0.05 

11 ± 

0.05 

60 21.33 ± 

0.1 

16.65 ± 

0.1 

26.25 ± 

0.1 

1.25 ± 

0.1 

3.7592 ± 

0.1 

1.8796 ± 

0.05 

6.2 ± 

0.05 

90 14.2 ± 

0.1 

11 ± 0.1 17.35 ± 

0.1 

1.25 ± 

0.1 

2.54 ± 

0.1 

1.27 ± 

0.05 

10.6 ± 

0.05 
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 表 4 にこの標準アンテナによる電界、磁界及び電力密度の目標値を与える。す

べての目標値は孔板の上面に平行な、距離 d = 2 mm、5 mm、10 mm 及び 20 mmに

おける平面内の最大値である。 Emax = max(|Etotal|) 及び Hmax = max(|Htotal|) は

最大の電界及び磁界の振幅である。Smax は本文 3節で定義する「評価面に対して垂

直な空間平均電力密度」の最大値である。Sav は 1 cm2 及び 4 cm2 の円形表面での

最大空間平均電力密度である。入力電力は 0 dBm である。 

 

表 4 主要な周波数におけるスロットアレイアンテナの目標値 (us (k=1) = 0.5 dB)
[1] 

f 
[GHz] 

d 
[mm] 

Max. 電界 
Emax [V/m] 

Max. 磁界 
Hmax [A/m] 

Max. 
電力密度 

Spk [W/m2] 

Sav 
1 cm2 
[W/m2] 

Sav 
4 cm2 
[W/m2] 

10 2 49.01 0.09 2.07 1.15 0.83 
5 25.39 0.05 1.16 0.96 0.76 
10 16.41 0.05 0.76 0.73 0.66 
20 15.78 0.04 0.69 0.65 0.59 

30 2 35.37 0.10 2.93 1.83 1.36 
5 29.66 0.09 2.60 1.64 1.27 
10 25.65 0.07 1.85 1.47 1.22 
20 22.75 0.06 1.44 1.19 0.98 

60 2 62.18 0.15 8.24 5.43 2.90 

5 52.07 0.13 6.54 4.52 2.77 
10 48.91 0.14 6.74 3.94 2.46 
20 38.23 0.10 3.99 2.98 1.94 

90 2 82.20 0.24 19.55 8.30 2.67 
5 71.62 0.19 13.57 7.16 2.55 
10 50.67 0.14 6.70 5.37 2.26 
20 44.95 0.12 5.48 3.64 1.92 

※本表の値は、数値解析技術の改良により将来的に変更される可能性がある｡ 
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諮問第 2042 号 

 

 携帯電話端末等の電力密度による評価方法 

 

１ 諮問理由 

携帯電話端末等の人体に近接して使用される無線機器から発射される電波

については、その安全性を確保するため、６GHz 以下の周波数帯において、国

際的に整合性を取る形で、比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate。人体

が電磁界にさらされることによって単位質量の組織に単位時間に吸収される

エネルギー量）の指針値及び測定方法が電波法令により規定されている。 

携帯電話端末等の無線機器に関する技術の進展に伴い、2020 年のサービス

開始が予定されている第５世代移動通信システム（５Ｇ）をはじめ、６GHz を

超える周波数帯を利用する無線機器が人体に近接して使用されることが想定

されている。 

我が国では、６GHz 以上の周波数帯において、人体から 10cm 以内で使用す

る携帯電話端末等の無線機器が発射する電波から人体を防護するための指針

値及び評価方法（測定方法及び算出方法）は規定されていない。 

一方、米国電気電子学会（IEEE）の規格及び国際非電離放射線防護委員会

（ICNIRP）のガイドラインでは、６GHz 以上等の周波数帯において電力密度に

よる指針値が与えられている。また、国際電気標準会議（IEC）においても、

６GHz 以上の周波数帯を用いて人体に近接して使用される５Ｇ等の電力密度

の評価方法について、標準化の議論が進められている。 

これらを踏まえ、６GHz 以上の周波数帯においても国際的に整合性の取れた

評価方法を確立し、引き続き電波の安全性を確保するため、携帯電話端末等の

電力密度による評価方法について審議を求めるものである。 

 

２ 答申を希望する事項 

携帯電話端末等の電力密度による評価方法について 

 

３ 答申を希望する時期 

  平成 30 年 12 月頃 一部答申を希望 

 

４ 答申が得られた時の行政上の措置 

  関係省令等の改正に資する。 
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